
❏対象取組

❏必要書類

循環型農業先導的モデル
構築支援事業

（８） 任意様式 位置図

❏申請から交付までの流れ

①申 請

･上記必要書類
を提出して
ください。

③採択

・審査の結果、
実施事業を
決定します。

⑤事業着手

・交付決定通知後、

導入機器の購入

等を行ってくだ

さい。

④交付決定

・採択事業決定
後、交付決定
額を通知します.

②審査

･審査委員による書類
審査を行います。
・提案内容によって
は審査の結果、採択
とならない場合があ
ります。

提出から最短で1か月後

農業者自らの提案による、産業副産物（規格外果樹野菜、下水道処理汚泥、
食品工場残渣など）の有効活用で、飼料（肥料）の新生産技術及びその他
新技術の導入につながる取組に対し補助を行う。

土
家

（７） 第４号様式（ 〃 ） 年間工程表

（５） 第２号様式（ 〃 ） 提案書

（６） 第３号様式（ 〃 ） 事業計画表

（４） 第１号様式（要領第３条） 宣誓書・同意書

（３） 第２号様式 収支予算書

（２） 第１号様式 事業計画書

（１） 様式ア 交付申請書

（９） その他必要と認められる書類



福島市循環型農業先導的モデル構築支援事業 交付要件

❏交付要件および補助対象経費等

交付要件

交付対象者

・福島市に住所を有し販売を目的とする農業者
・福島市内に所在地または事業所を有する農業法人
・構成員に農業者（農業法人）を含む団体

交付要件

（１）納税義務を果たしていること。
（２）福島市内のほ場で実装予定の計画であること。
（３）計画については年度内に完了するものであること。
（４）国、県及び農業者団体等の施策等と重複申請でないこと。
（５）土壌汚染・臭気等の防止、その他の周辺環境保全について被害を
防止する対策を行っていること。

補助対象経費

（１）機械、装置、工具器具の購入・製作に要する経費。
（２）専用ソフト、情報システムの購入・構築に要する経費。
（３）本事業遂行のために依頼した専門家に支払われる経費。
（４）本事業により生産された飼料（肥料）の成分を分析する
ための経費、登録経費、知的財産等に要する経費。

（５）本事業に必要な産業副産物を第三者に委託し運搬する
経費、散布する経費。

（６）その他事業の実施に必要と市長が認めるもの。

補助率
（上限額）

補助対象経費の２分の１以内（３００万円上限）
※予算の都合上、補助額が上限に満たない場合があります。

■中古品購入の場合は中古耐用年数が２年以上のものであること。

■原則として、運搬用トラック、パソコン、倉庫等農業経営以外の用途に容
易に供されるような汎用性の高いものは対象外。

申 請 期 限 お問い合わせ

令和６年
９月３０日（月）

福島市 農政部
農業振興課 生産振興係

〒960-8601
福島市五老内町３－１
TEL 024-525-7720
MAIL noushin@mail.city.fukushima.fukushima.jp

mailto:noushin@mail.city.fukushima.fukushima.jp

















